
令和６年定例会 

予算決算常任委員会環境生活農林水産分科会 説明資料 

 

 
（議案補充説明） 

条例案について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 （１）議案第99号 

「三重県漁港管理条例の一部を改正する条例案」 
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 （２）議案第102号 
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（議案補充説明） 

 
（１）議案９９号「三重県漁港管理条例の一部を改正する条例案」 

 
１ 改正理由 

  
「三重県漁港管理条例」は、国が定めている「漁港漁場整備法」により、三

重県が管理する漁港施設の維持、保全及び運営その他当該漁港の維持管理に関

し必要な事項を定めるものです。 
令和６年４月１日に「漁港漁場整備法」の改正が施行されたため、改正に対

応して、土砂採取料等の規定等を整備するものです。 
 
２ 条例改正の概要 

 

 （１）国の法律の名称変更 

法律名が「漁港漁場整備法」から「漁港及び漁場の整備等に関する法律」

に改正されたことから、条文内の法律名を整理するものです。 
 

（２）漁港区域内の水域・公共空地における占用料徴収者の追加 

第１４条の２において水域及び公共空地について「占用の許可を受けたも

の」から占用料を徴収するとしていましたが、法改正に伴い「法で規定する

漁港施設等活用事業における認定計画実施者」からも徴収することとなった

ため、規定を整備するものです。 
 

３ 条例の施行期日 

 
公布の日（令和６年７月１日） 
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議
案
第
九
十
九
号 

 
 

 

三
重
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

右 
提 

出 

す 

る
。 

令
和
六
年
六
月
三
日 

三
重
県
知
事 

 

一 

見 

勝 

之 
 

 

三
重
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

三
重
県
漁
港
管
理
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
三
重
県
条
例
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正

す
る
。 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

（
趣
旨
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
県
が
管
理
す
る
漁
港
（
以
下
「
漁

港
」
と
い
う
。
）
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
が

管
理
す
る
漁
港
（
以
下
「
漁
港
」
と
い
う
。
）
の

維
持
管
理
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。 

（
土
砂
採
取
料
等
） 

（
土
砂
採
取
料
等
） 

第
十
四
条
の
二 

漁
港
の
区
域
内
の
水
域
及
び
公

共
空
地
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
土
砂
の
採
取
若
し
く
は
占
用
の
許
可

を
受
け
た
者
又
は
法
第
四
十
三
条
第
四
項
に
規

定
す
る
認
定
計
画
実
施
者
（
法
第
四
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
お
い
て
法
第
四
十

二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事

項
（
水
面
又
は
土
地
の
占
用
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
又
は
法
第
五
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
定
め
た
者
に
限
る
。
）
か
ら
は
、
別
表
第

二
に
掲
げ
る
土
砂
採
取
料
又
は
占
用
料
（
以
下

「
土
砂
採
取
料
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
す
る
。

た
だ
し
、
法
第
三
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
十
四
条
の
二 

漁
港
の
区
域
内
の
水
域
及
び
公

共
空
地
に
つ
い
て
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
土
砂
の
採
取
又
は
水
面
若
し
く
は
土

地
の
占
用
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
採
取
者

等
」
と
い
う
。
）
か
ら
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る

土
砂
採
取
料
又
は
占
用
料
（
以
下
「
土
砂
採
取
料

等
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
同
条

第
四
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

提
案
理
由 

 

漁
港
漁
場
整
備
法
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
土
砂
採
取
料
等
の
規
定
等
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、

こ
の
議
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

【第 99 号 三重県漁港管理条例の一部を改正する条例案】                                      
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【第 102 号 国営中勢用水土地改良事業に係る償還に対する市町の負担について】                                  

議案第102号 

国営中勢用水土地改良事業に係る償還に対する市町の負担について 

 

 平成24年度から農林水産省が行った国営中勢用水土地改良事業の負担金の償還に要する経費に充てるため、土地改良法（昭和24年法律第195号）第90条第9

項の規定により、次に掲げる金額の範囲内において市町の負担金を徴収するものとする。 

 

  令和6年6月3日提出                                  三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

 

事    業    名 区         分 市 町 名 負     担     額 

 

国営中勢用水土地改良事業 

 

国営中勢用水土地改良事業 

 

津市 

 円   

47,654,699   

 負担金（令和5年度分） 亀山市   89,999   

  合計 47,744,698   

 

提案理由 

  国営中勢用水土地改良事業に係る償還に対する市町の負担については、土地改良法第90条第10項の規定に基づき議会の議決を要する。これが、この議案

を提出する理由である。 
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